
　五所川原市中学校部活動地域移行における五所川原市認定地域クラブに関する要綱 

　 

  （目的） 

第１条　この要綱は、生徒のスポーツ活動を行うことを目的に組織する団体を、五所川原市

認定地域クラブ（以下「認定地域クラブ」という。）とすることにより、本市におけるス

ポーツ活動の振興を図るとともに、認定地域クラブの指導者の資質向上のために支援する

ことを目的とする。 

  （定義） 

第２条　この要綱において認定地域クラブとは、本市に活動拠点を置く継続的かつ計画的に

スポーツ活動を行い、組織的運営体制を備える団体をいう。 

  （認定要件） 

第３条　認定地域クラブの対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

（１）団体の運営に関する規約又は会則を定めていること。 

（２）認定の申請時、クラブ内で１人以上は活動競技に係る指導者資格を有 

していること。又は、申請時点から起算して、1 年以内に活動競技に係る指導者資格 

を取得すること。 

（３）市内で主たる活動を行っていること。 

（４）適切な活動時間や休養日が設定されていること。 

  （認定申請） 

第４条　認定を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、五所川原市認定地域ク

ラブ申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（１）規約又は会則等 

（２）資格保有者は資格保有を証明できるものの写し 

（３）宣誓書（様式第２号） 

（４）その他教育委員会が必要と認める書類 

  （認定等） 

第５条　教育委員会は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、第３

条に掲げる要件を満たすと認められる場合は、五所川原市認定地域クラブの証（様式第３

号）を交付するものとする。 

２　教育委員会は、申請者が第３条に掲げる要件を満たしていないと認められる場合には、

五所川原市認定地域クラブ（更新）申請却下通知書（様式第４号）により、当該申請者に

通知するものとする。 

（認定期間） 

第６条　認定の有効期間は、認定した年度から３年以内の３月末日までとする。 

  （認定期間の更新） 

第７条　認定地域クラブは、第６条に掲げる期間を経過した後において引き続き認定を受け

ようとする場合は、認定期間が満了する日の３０日前までに、第４条の規定により教育委

員会に申請しなければならない。 



２　教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第３条の要

件を満たすと認められる場合は、認定期間を３年間更新することができる。この場合にお

いて、教育委員会は、第５条の規定により五所川原市認定地域クラブの証を交付するもの

とする。 

３　教育委員会は、第１項の規定による申請があった場合において、第３条に掲げる要件を

満たしていないと認められる場合には、第５条第２項の規定により、当該申請者に通知す

るものとする。 

　（認定内容の変更） 

第８条　認定地域クラブは、第５条の規定により交付された五所川原市認定地域クラブの証

に記載されている内容に変更があった場合、五所川原市認定地域クラブ申請書（様式第１

号）に変更内容を記載し、速やかに教育委員会へ提出しなければならない。 

２　教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、該当箇所を変更し、五所川原市認

定地域クラブの証（様式第３号）を交付するものとする。 

  （認定の取り消し） 

第９条　教育委員会は、認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

認定を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な行為があったとき 

（２）当該地域クラブの構成員が、スポーツハラスメント等の不適切な行為を行ったとき 

（３）その他教育委員会が五所川原市認定地域クラブとして適切でないと判断した場合 

２　教育委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合は、当該認定地域クラブに対し

て五所川原市認定地域クラブ取消通知書（様式第５号）により、通知するものとする。 

（地域クラブの解散） 

第１０条　認定期間中にある認定地域クラブが解散する場合は、五所川原市認定地域クラブ

解散届（様式第６号）を速やかに教育委員会へ提出しなければならない。 

（雑則） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、認定地域クラブに関し必要な事項は、教育委員会

が別に定める。 

    附　則 

  この要綱は、令和８年１月９日から施行する。


